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 HPVワクチンについて  

☑ 令和８年度より、ＨＰＶ感染症予防ワクチンは９価のみになります。 

２価又は４価 HPVワクチンを定期接種で用いるワクチンから除かれます。 

 

☑ キャッチアップ接種は令和７年度末で終了します。 

 

※過去に２価又は４価 HPVワクチンの接種歴のある方が、 

 ９価 HPVワクチンを接種する場合の接種方法について 
 

 定期接種実施要領において、同一の者には、過去に接種歴のあるワクチンと同一の種類の 

 ワクチンを使用することを原則としつつ、２価又は４価 HPVワクチンの交互接種について、安

全性、免疫原性及び有効性が一定程度明らかになっていることを踏まえ、過去に２価又は４価

HPVワクチンの接種歴のある方が、９価 HPVワクチンを定期接種として接種する場合の接種方

法について規定されています。 

 

●１回目に２価又は４価を接種後、２回目・３回目を９価で接種する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〈標準的な接種ができない場合〉２回目は１回目から１か月以上、３回目は２回目から３か月以上あけます。 

 

●１回目及び２回目を２価又は４価で接種後、３回目を９価で接種する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〈標準的な接種ができない場合〉２回目は１回目から１か月以上、３回目は２回目から３か月以上あけます。 

 

※９価ＨＰＶワクチンの接種回数に関する注意点 
 １回目を１５歳になるまでに受ける場合は、２回接種となります。 

一般的には１回目から６か月あけて２回目を接種します。通院回数や侵襲機会を減らすなど被

接種者の負担軽減のために２回接種へのご理解とご指導をお願いします。 

 
〈注意〉１回目と２回目の接種は少なくとも５か月以上あけます。５か月未満である場合は、３回目の接種が必要になります。 
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